
去
る
５
月
29

日(

水)

に
市
川
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ

ル
に
お
い
て
、
「
令
和

６
年
度
第
12

回
通
常
総

会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。金

子
副
会
長
の
司
会

に
よ
り
（
正
会
員
数
３

１
３
４
名
の
う
ち
、
出

席
者
31

名
、
委
任
状
１

６
６
１
、
合
計
１
６
９

２
と
な
り
過
半
数
に
達

し
た
）
総
会
が
成
立
し

た
旨
の
発
表
後
、
齋
藤

副
会
長
の
開
会
の
辞
に

始
ま
り
、
石
井
菊
治
郎

会
長
の
挨
拶
が
あ
り
、

会
活
動
に
ご
尽
力
頂
い

て
い
る
方
へ
の
会
長
感

謝
状
の
贈
呈
、
続
い
て

定
款
の
規
定
に
基
づ
き
、

会
長
が
議
長
席
に
着
き
、

前
号
の
会
報
と
一
緒
に

総
会
の
資
料
（
定
時
総

会
議
案
書
）
を
送
付
し

た
こ
と
で
、
議
事
も
ス

ム
ー
ズ
に
進
行
し
、
全

議
案
が
原
案
通
り
可
決

承
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
令
和
７
年

度
か
ら
年
会
費
が
２
万

円

に

変

わ

り

ま

す

。

（
家
族
会
員
の
会
費
は
、

正
会
員
の
会
費
の
半
額
）

議
事
終
了
後
は
、
ご

来
賓
と
し
て
市
川
税
務

署
署
長
深
山
竜
幸
様
よ

り
ご
挨
拶
を
賜
り
、
齋

藤
副
会
長
の
閉
会
の
辞

を
も
っ
て
総
会
は
滞
り

な
く
終
了
し
ま
し
た
。

総
会
開
催
に
あ
た
り

ご
出
席
い
た
だ
い
た
皆

様
は
じ
め
、
委
任
状
提

出
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

【
会
長
感
謝
状
】

横
尾

隆

様

受
賞
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
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Blue Infor-

mation Guide

第
12
回
通
常
総
会

令
和
６
年
度

会
長
石
井
菊
治
郎
の
挨
拶

個人事業税は、前年の事業所得が２９０万円を超える方に課税されます。

個人事業税の納税には、口座振替を利用されると便利です。

他にも、金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、

「モバイルレジ」アプリ、インターネットを利用したクレジットカード

による納付も可能です。

＊口座振替のお申し込み方法は、各金融機関または青色申告会事務局の

窓口等に備え付けの『預金口座振替依頼書』ハガキに必要事項を記入

し、郵便ポストに投函するだけです。一部の金融機関については、Web

からのお申込みも可能です。詳しくは、千葉県ホームページ『千葉県W

eb口座振替受付サービス』をご覧ください。

＊令和６年度の個人事業税の納期限は、

【第１期分 ９月２日(月)】【第２期分 １２月２日(月)】です。

◆船橋県税事務所 ０４７（４３３）１２７５

個人事業税の納付は便利な口座振替で！

挨
拶
を
述
べ
る

市
川
税
務
署

署
長

深
山
竜
幸

様

毎回ご好評いただいております(公
社)市川法人会との共催「パソコン
セミナー(エクセル初心者コース)」
「簿記講座(中級者コース)」を行い
ます。パソコンセミナーは学校方式
ではなく、パソコンに入っている動
画の教材で自分のペースで学習でき
ます！バージョンはOffice2019に
なります。簿記講座は税理士先生が
講師です。詳しい日程等は、同封の
ご案内等をご覧ください。

パソコンセミナー＆
簿記講座のお知らせ
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税理士による

「個別無料相談会」

開催決定!!

下記の日程で開催を予定しており

ます。（なお、新型コロナウイル

ス感染症等により、延期または中

止になる場合もあります。）

開催日：９～12月の毎月第３木曜日

時 間：午後１時～午後３時まで

（ご相談時間はおひとり、１時間と

させていただきます）

場 所：市川青色申告会会館

※お電話にてお申込みをお願いいた

します。(TEL)047-333-0111

※ご予約のお電話の際、資料等の準

備の為ご相談内容をお聞きする場

合がありますのでご了承ください。

源泉所得税納付期限は
７月1０日まで

給与を支払っている事業者（専従者給与も含む）で、６か

月毎の納期の特例適用を受けている場合は、１月～６月まで

の源泉所得税の徴収分を、７月10日(水)までに納付する

ことになっています。専従者給与のみの方や、源泉所得税が

ない場合(０円)でも税務署に納付書の提出が必要となります。

【持参するもの】

➤令和６年分の給与台帳(一人別徴収簿など)

➤納付書

➤昨年の給与資料書類

《令和５年分給与台帳(源泉徴収簿)、納付書の控えなど》

※給料の支払いが初めての方、詳細がご不明な方は、早めに

ご来所してください。ご来所の際は事前電話連絡をお願い

します。

※６月支給の給与から定額減税の事務手続きが始まります。

所得税･住民税を納税している方が対象になります。定額減

税は本人のほか、同一生計配偶者･扶養家族も対象になりま

す。詳細がご不明な方は、こちらでお手伝いさせていただ

きますので、従業員の扶養家族等の状況を聞き取りの上ご

来所いただきますようお願いいたします。

《市川税務署からのお知らせ》
令和７年１月から
申告書等の控えに

収受日付印の押なつを行いません
国税庁・国税局・税務署では、税務行政の

デジタル化における手続の見直しの一環と

して、令和７年１月から、申告書等の控え

に収受日付印の押なつを行わないことにな

りました。

令和７年１月からは、申告書等を書面で提

出する際には、申告書等の正本(提出用)の

みを提出(送付)していただきますよう、お

願いします。

また、申告書等の提出年月日は、必要に応

じて、ご自身で記録・管理をお願いします。

(※)対象となる「申告書等」とは、国税庁･国税局･税

務署に提出(送付)される全ての文書です。

詳細は、国税庁ホームページをご確認

ください。

現在、各税務署では『インボイス制度』の個別相談をおこなって

います【事前予約制】。市川税務署での個別相談を希望される方は、

以下の開催日程一覧表の「連絡先」までご連絡お願いします。なお、

定員に達した時点で予約受付を終了させていただきますので、予め

ご了承ください。

令和６年個別インボイス制度相談会開催
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令 和 ６ 年 移 動 研 修 旅 行 の ご 案 内

湯沢高原ﾊﾟﾉﾗﾏﾊﾟｰｸ「湯沢高原ﾛｰﾌﾟｳｪｲ」空中散歩
日本三大渓谷「清津峡ﾄﾝﾈﾙ」と目黒邸

《越後よもぎ平温泉おもてなしの名旅館「和泉屋」宿泊》

９月９日(月)～９月10日(火)
■募集人数…４０名

■参加費用…正会員２５,０００円【家族1名様までは25,000円】

非会員･それ以外の方は40,000円

■締め切り…８/２0(火)まで

※旅行申し込みの際にお伺いしたお客様の個人情報について、お客様との連絡の為に利用させていただくほか、
ご旅行の際に加入する保険等の手続きに必要な範囲内のみ、利用させていただきます。ご了承ください。

※お申し込みは事務局までご連絡ください。《事務局》047-333-0111(厚生事業委員会）

※９月９日 (月 )～1 0日 (火 )の2日間、事務局はお休みになります
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下記日程にて、出張記帳相談会を行います。出張記帳相談会は 事前予約制 です。必ず電話予約をしてか

らお越し下さい(047-333-0111)。ご予約がされていないと対応できません。ご相談の際には必ず「会員証」をご提示く

ださい。新型コロナウイルス感染症拡大等により、出張記帳相談会が中止になる場合もございますことをご了承ください。

※相談会場ではパソコンの台数に限りがありますので、ご持参できる方はお持ちください。

※下記の日程にご都合がつかない方は、八幡事務局にご来所ください。

今年も９月から記帳確認

(仮決算)を予定しています。

日々の記帳の点検と決算・

申告の準備を目的とした確

認作業になります。決算を円滑に進めるために、ご協力

をお願いします。会計ソフトをご利用の方は入力を進め

て、必ず記帳確認におこしください。また、

まだ翌期繰り越しをされていない方も、この

時期においでいただきますようお願いします。

記帳は進んで
いますか？

出 張 記 帳 相 談 会 （ 浦 安 出 張 ） の お 知 ら せ

行徳への出張記帳相談会等について

出張記帳相談会等で利用していた行徳文化ホールI&Iがホール天

井等の改修工事を行う為、令和6年2月から令和7年9月末(予定)ま

で休館になります。休館期間中の代替施設を検討いたしましたが、

市川市の公民館等の事前長期間予約などができないことなどによ

り、行徳への記帳相談会を中止することになりました。行徳地区

や近隣にお住いの方には大変申し訳ありませんがご理解のほどよ

ろしくお願いいたします。今後は浦安中央公民館(要予約)または

八幡事務局へのご来所お願いいたします。

中央公民館【予約制】
【所在地：浦安市猫実4-18-1】

※８月の記帳相談会はありません

９月２７日(金) １３～１６時 第２会議室

１０月２２日(火) １３～１６時 第２会議室

１１月１１日(月) １３～１６時 第１会議室

１２月１７日(火) １３～１６時 第２会議室

夏季休業のお知らせ
8/11(日)～18(日)までです。
暑さ厳しくなりますので、

水分補給を心がけお身体に気をつけて下さい。

《事務局からのお知らせ》
●「ブルーリターンＡ」の利用者は、ソフトの購入時に購入の翌年分から３年間の保

守契約を株式会社ゼンアオイロと締結しています。「ブルーリターンＡ」の利用を

継続する場合は、保守契約に同意のうえ３年間の保守契約を終える年の８月中に、

市川青色申告会を通じて保守契約料（３年分）をお支払いいただく必要があります。

なお、本年の保守契約更新対象者は、右表の方です。保守契約更新対象の方には、

８月上旬に「保守契約更新案内状」および「保守契約書」等を送付しますので、保

守契約書の内容に同意していただいたうえで保守契約更新料をお振込みください。

（※保守契約終了後の契約復活は承ることができません。「ブルーリターンＡ」を

新規購入していただくこととなりますのでご留意ください。）

●土曜日の相談対応について４～12月までは『事前予約制』とさせていただき、予約のないご相談には対応でき

ない場合があります。営業日は第2・4土曜日です。※土曜日の予約枠は「９時」「10時」「11時」の３枠とな

ります。

●９月18日(水)当会会館２階会議室にて、市川商工会議所共催「所得税の定額減税実務のポイント」セミナーを

開催いたします。参加費無料、定員30名です。定額減税の概要や年末調整についてわかりやすく説明いたしま

す。参加希望の方は、次回９月号に同封するチラシをご覧ください。

●当会では、記帳がよく分からない、仕事で忙しくて記帳の時間がない方のために、事業主様に代わって、帳簿

の記帳・確定申告(e-Tax)の代行業務を行っております（記帳代行）。記帳代行をご希望の方、ご質問やお問い

合わせがある方は、お気軽に当会までご連絡ください。但し、記帳代行には別途手数料がかかります。

※上記のお問い合わせ先は、市川青色申告会 [TEL] 047-333-0111です


